
（平成２７年３月２５日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認近畿地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 14 件

厚生年金関係 14 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

厚生年金関係 3 件



近畿（滋賀）厚生年金 事案 15302 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立期間に係る標準賞与額の記録を６万円

に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 15年８月 25日 

元同僚の賞与支払に関する年金記録を訂正することになった旨の通知が

年金事務所から届き、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る賞与の記

録が無いことが分かった。 

申立期間に支給された賞与（半期インセンティブ）から、厚生年金保険料

が控除されていたので、標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元代表清算人から提出された賃金関係資料、平成 20 年に同社から提

出された元従業員に係る賃金台帳及び元従業員から提出された給与明細書に

記されている厚生年金保険料相当額は、いずれも、当該賃金台帳等に記されて

いる全ての者の賞与額に見合っており、これらの賞与額に基づく保険料控除額

であると認められる。 

また、前述の賃金関係資料には、申立期間並びに平成 16 年２月及び同年８

月に支払われた半期インセンティブから控除された社会保険料の合計額が記

されているところ、当該社会保険料の合計額、前述の元代表清算人から提出さ

れた申立人に係る平成 16年分源泉徴収票、Ａ社から 20年に提出された元従業

員に係る賃金台帳及び元従業員から提出された給与明細書に基づき算出され

る申立期間に係る厚生年金保険料額から推認できる賞与額は、申立人の主張す

る額とおおむね符合している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社か



ら賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、申立人の主張並びに前述の各資料

により推認される賞与額及び厚生年金保険料控除額から、６万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、Ａ社は、平成 21年に解散し、23年に清算結了している上、同

社の元代表清算人は、申立期間当時の賃金台帳は既に無く、事情は不明と回答

しており、このほかに、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、行ったとは認められない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、平成 19 年 12

月１日から 20年１月１日までは 41万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②から⑬までの期間に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間に係る

標準賞与額の記録を、平成 15年 12月５日は 50万円、16年 12月３日は 55万

円、17 年７月１日は 20 万円、同年 12 月２日は 62 万 5,000 円、18 年６月 30

日は 28万円、同年 12月５日は 58万 6,000円、19年６月 29日は 30万円、同

年 12月５日は 58万 6,000円、20年６月 24日は 40万円、同年 12月５日は 58

万 7,000円、21年６月 25日は 40万円及び同年 11月 30日は 58万 7,000円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 19年 12月１日から 20年１月１日まで 

② 平成 15年 12月５日 

③ 平成 16年 12月３日 

④ 平成 17年７月１日 

⑤  平成 17年 12月２日 

⑥  平成 18年６月 30日 

⑦ 平成 18年 12月５日 

⑧ 平成 19年６月 29日 

⑨ 平成 19年 12月５日 

⑩ 平成 20年６月 24日 

⑪ 平成 20年 12月５日 

⑫ 平成 21年６月 25日 



⑬ 平成 21年 11月 30日  

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実際の給与支給額及び厚生年金

保険料控除額に見合う額よりも低い額で記録されていること、並びに申立期

間②から⑬までの各期間に係る賞与の記録が無いことが分かった。 

給与明細書、賞与明細書、源泉徴収票、金融機関の通帳（写し）及び取引

明細書を提出するので、当該期間の記録をそれぞれ訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①については標準報酬月額が実際の給与支給額及び厚

生年金保険料控除額に見合う額と相違している旨、また、申立期間②から⑬

までの各期間については標準賞与額の記録が無い旨をそれぞれ申し立てて

いるが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額又は標準賞与額を決定

又は改定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額

（賞与額）のそれぞれに見合う標準報酬月額（標準賞与額）の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額（標準賞与額）のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

２ 申立期間①の標準報酬月額の記録については、特例法に基づき、申立人か

ら提出された給与明細書により確認できる報酬月額から、41 万円とするこ

とが妥当である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は申立期間当時の資料等が無いため

不明としており、このほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 

３ 申立期間②から⑬までの期間のうち、申立期間⑥及び⑧を除く期間につい

て、申立人から提出された賞与明細書及び貯金通帳の写しにより、申立人は、

当該期間に賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、特例法に基づき、前述の賞与

明細書に記されている厚生年金保険料控除額から、平成 15 年 12 月５日は

50万円、16年 12月３日は 55万円、17年７月１日は 20万円、同年 12月２

日は 62万 5,000円、平成 18年 12月５日は 58万 6,000円、19年 12月５日



は 58万 6,000円、20年６月 24日は 40万円、同年 12月５日は 58万 7,000

円、21年６月 25日は 40万円、同年 11月 30日は 58万 7,000円とすること

が妥当である。 

 次に、申立期間⑥及び⑧について、申立人から提出された給与明細書、平

成18年及び19年の源泉徴収票並びに前述の貯金通帳の写しから判断すると、

申立人は、当該期間に賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、特例法に基づき、前述の貯金

通帳の写しの振込額、前述の源泉徴収票並びに前述の給与明細書に記され

ている厚生年金保険料の控除の状況から判断すると、平成 18 年６月 30 日

は 28万円、19年６月 29日は 30万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る前述の標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、前述のとおり、事業主は、

申立期間当時の資料等が無いため不明としており、このほかにこれを確認

できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判

断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 49 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６

万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：          

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

                                                                                                                                                       

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 12月 31日から 49年１月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社Ｃ支社（現

在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち申立期間に係る加入記録が無いことが分

かった。 

私は、申立期間も退職することなく継続して勤務していたので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の元同僚の陳述から、申立人は、申立期間において

Ａ社Ｃ支社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社及び同社Ｃ支社に係る双方の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

によると、申立期間と同期間において、厚生年金保険に未加入となっている者

が申立人を含め 45人確認できるところ、当該 45人のうち１人から提出された

給料明細を見ると、申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていることが確

認できる上、同社Ｃ支社に係る被保険者名簿の表紙には、昭和 49 年１月１日

付けで、同支社が、Ａ社から分離され新規に適用事業所となった旨が記されて

いる。 

さらに、申立期間当時、Ａ社において社会保険事務を担当していたとする者

は、「申立期間当時、Ａ社では、給与計算事務は各地の支局ではなく本社で行

っていた。当社に在籍している限り、給与から厚生年金保険料を継続して控除



していたので、申立人を含む前述の 45 人全員についても、保険料を控除して

いたはずである。」旨陳述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は申立期間において、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、前述のとおり、Ａ社Ｃ支社が厚生年金保険の適用事業所となった日は

昭和 49 年１月１日であることから、申立人のＡ社における資格喪失日を同日

とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 48

年 11 月の社会保険事務所(当時)の記録から、６万 4,000 円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間当時の資料等が保存されていないため不明としている

が、事業主が資格喪失日を昭和 49 年１月１日と届け出たにもかかわらず、社

会保険事務所がこれを 48年 12 月 31日と誤って記録することは考え難いこと

から、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年 12 月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係

る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15305 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 11年 11月か

ら 18年８月までは 24万円、同年９月から 24年７月までは 30万円に訂正する

ことが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年 11月１日から 24年８月 21日まで 

厚生年金保険の記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した期

間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与支給額よりも低額で記録

されていることが分かった。 

申立期間の給与明細書を提出するので、申立期間の標準報酬月額を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  

したがって、申立期間の標準報酬月額の記録については、申立人から提出さ

れた給与明細書の厚生年金保険料控除額から、平成 11 年 11 月から 18 年８月

までは 24 万円、同年９月から 24 年７月までは 30 万円とすることが妥当であ

る。  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、実際の給与額より低い報酬月額を届出したと回答している上、



オンライン記録における申立期間の標準報酬月額が上記により認められる標

準報酬月額と長期にわたり一致していないことから、申立期間について、事業

主は、オンライン記録に見合う報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け、そ

の結果、社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について、納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15306 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成

16年７月 15日は 27万 3,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 女 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 55年生 

住 所 :   

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 平成 16年７月 

  元同僚の賞与支払に関する記録を訂正することとなった旨のお知らせ文

書が年金事務所から届いたことにより、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期

間の賞与に係る記録が無いことが分かった。 

 申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが

分かる明細書を提出するので、標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

  

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与明細書及びＡ社の回答から、申立人は、申立期間

において賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

なお、当該賞与の支給日については、Ａ社における申立期間の前後の年に係

る賞与支給日の記録から、平成 16年７月 15日とすることが妥当である。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、前述の賞与明細書の賞与支

給額から、27万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を社

会保険事務所（当時）に提出していないことを認めていることから、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15307 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 44 年１月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 3,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ： 

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年１月２日から同年２月１日まで 

 厚生年金保険の記録を年金事務所に照会したところ、申立期間の被保険者

記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間は、Ｂ社から同社の関連会社であるＡ社に転籍した時期であり、

同社には昭和 44 年の年始から勤務したので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の元同僚の陳述から判断すると、申立人は、Ｂ社か

らＡ社に転籍した間も継続して勤務していたことが認められる。 

また、オンライン記録において、申立期間の前後にＡ社における被保険者記

録がある者のうち、申立人と同様にＣ社のＤ営業所（申立期間前にＢ社に改組）

に入社し、その後、Ａ社に異動したとする複数の元同僚は、「申立人も自身も、

申立期間の前後を通じ、勤務形態や給与処遇に変化は無かった。」旨陳述して

いる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、申立人の陳述並びに申立人及び元同僚の雇用保険

の記録から、昭和 44年１月２日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 44



年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 3,000円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ａ社は昭和 56 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

おり、同社の元事業主からは回答を得ることができない上、同社の後継事業所

であるとするＥ社は、Ａ社に係る資料が無く不明である旨回答しており、この

ほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15308 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 53年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動した申立

期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。当該期間も同社に勤務していた

ので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、Ａ社の回答及び同僚の陳述から判断すると、申立人は、同

社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、「申立人の異動日は昭和 53 年 10 月１日

と考えられる。」旨回答していることから、昭和 53 年 10 月１日とすることが

妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 53年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、11万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は不明としているものの、Ａ社Ｂ工場が保管する申立人に係る厚生

年金保険被保険者資格喪失確認通知書における資格喪失日が昭和 53年９月 30

日となっていることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成 15年５月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 30万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年５月 21日から同年６月１日まで 

平成 15 年５月 21 日にＡ社に入社し、給与から同年５月の厚生年金保険

料が控除されているにもかかわらず、厚生年金保険被保険者資格取得日は

同年６月１日と記録されており、申立期間の被保険者記録が無い。調査の

上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳、タイムカード及び同社の回答などから判断す

ると、申立人は、申立期間において、同社に勤務し、厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の賃金台帳において確認で

きる厚生年金保険料控除額から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人の厚生年金保険被保険者の資格取得日を平成 15 年５月

21 日として届出すべきところ、同年６月１日と誤って届出したことを認めて

いる上、事業主から提出された申立人の申立期間に係る「健康保険厚生年金保

険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」における資格取得日が同

日となっていることから、事業主は同日を資格取得日として届け、その結果、

社会保険事務所（当時）は、申立人の当該期間に係る保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。



近畿（京都）厚生年金 事案 15310 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成

15年７月 10日は５万円、同年 12月 10日は 31万 2,000円、16 年７月９日及

び同年 12月 10日は 20万 9,000円、17年７月８日及び同年 12月９日は 22万

1,000円、18年７月 10日及び同年 12月８日は 22万 9,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ①  平成 15年７月 10日 

            ②  平成 15年 12月 10日 

            ③  平成 16年７月９日 

            ④  平成 16年 12月 10日 

            ⑤  平成 17年７月８日 

            ⑥  平成 17年 12月９日 

            ⑦  平成 18年７月 10日 

            ⑧  平成 18年 12月８日 

年金事務所からの連絡により、申立期間にＡ社から支給された賞与が年金

記録に反映されていないことが分かった。 

当該期間に賞与が支給されていたことが確認できる預金通帳等を提出す

るので、記録を訂正してほしい。 

  

  

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された預金通帳及び取引明細並びにＢ銀行Ｃ支店から提出

された普通預金元帳により、申立人は、申立期間に賞与の支給を受けていたこ

とが確認できる。 

また、申立人と同じく申立期間に標準賞与額の記録の無い複数の同僚から提



出された当該期間に係る賞与明細書により、厚生年金保険料が控除されている

ことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間における標準賞与額については、前述の預金通帳、

未記帳の取引明細、普通預金元帳及び同僚から提出された賞与明細書から、平

成 15年７月 10日は５万円、同年 12月 10日は 31万 2,000円、16年７月９日

及び同年 12月 10日は 20万 9,000円、17 年７月８日及び同年 12月９日は 22

万 1,000円、18年７月 10日及び同年 12月８日は 22万 9,000円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ社は既に解散している上、事業主に照会したものの回答を得られず、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、行ったとは認められない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 22 万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 11 万円とされ

ているが、申立人は、当該期間について訂正前の記録を上回る標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該

期間における標準報酬月額に係る記録を、平成 14年 12月から 15年 11月まで

は 22万円、同年 12月は 15万円、16年１月から 19年３月までは 22万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額（11 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ：  昭和 45年生 

住    所  ：   

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成 14年 12月 21日から 19年４月１日まで     

ねんきん定期便とＡ社に勤務した期間に係る給与明細票及び給与明細書

（以下「給与明細書」という。）を照らし合わせたところ、申立期間は、年

金記録の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料の倍額が控除されていたこ

とが分かった。 

申立ての事実を確認できる給与明細書を提出するので、申立期間の標準報

酬月額を訂正してほしい。 

        

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例

法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であるこ



とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給

与明細書において確認及び推認できる報酬月額又は厚生年金保険料控除額か

ら、申立期間のうち、平成 14年 12月から 15年 11月までは 22万円、同年 12

月は15万円、16年１月から19年３月までは 22万円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、平成 15年 11月に係る標準報酬月額については、申

立人の報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認できる関連資料は見当たら

ないものの、前後の期間に係る給与明細書及び同僚の陳述から、22 万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ社の事業主から回答は得られないものの、前述の給与明細書等により確

認又は推認できる報酬月額及び保険料控除額に基づく標準報酬月額が、オンラ

イン記録の標準報酬月額と長期にわたり一致していないことから、社会保険事

務所（当時）の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事

務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、22 万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和 41年生 

住    所  ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成 14年３月１日から 19年４月 21日まで      

Ａ社から交付された申立期間に係る給与明細票及び給与明細書（以下「給

与明細書」という。）を見ると、控除されていた厚生年金保険料は、現在、

記録されている標準報酬月額に見合う金額よりも高額となっている。 

申立ての事実を確認できる給与明細書を提出するので、当該期間の標準報

酬月額を訂正してほしい。 

       

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給

与明細書において確認できる厚生年金保険料控除額から、22 万円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ社の事業主から回答は得られないものの、前述の給与明細書により確認

できる報酬月額及び保険料控除額に基づく標準報酬月額は、オンライン記録の

標準報酬月額と長期にわたり一致していないことから、事業主から社会保険事

務所（当時）の記録どおりの届出が行われ、その結果、社会保険事務所は、上

記訂正後の標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15313 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 40年 11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１

万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年 10月 21日から同年 11月１日まで 

昭和 40 年 10 月１日にＡ社からＣ社に転籍し、申立期間も継続して勤務

していたので、当該期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された人事記録及び複数の同僚の陳述から判断すると、申立人

は、申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ａ社からＣ社に転籍）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

なお、転籍日については、Ｃ社は昭和 40年 11月１日に厚生年金保険の適用

事業所となっており、Ｂ社は、「申立期間当時、給与計算及び社会保険事務は

当社で行っていた。」旨回答していることから、同日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿に記載されている申立人の昭和40年10月の定時決定の記録か

ら、１万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ｂ社は不明と回答しているが、厚生年金保険の記録における資格喪失日が

雇用保険の記録における離職日の翌日となっており、社会保険事務所（当時）

及び公共職業安定所の双方が誤って同じ資格喪失日と記録したことは考え難

いことから、事業主が昭和 40 年 10月 21 日を資格喪失日として届け、その結



果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。



近畿（兵庫）厚生年金 事案 15314 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のう

ち、昭和 54 年９月及び同年 11 月は 17 万円、55 年２月は 18 万円、同年４月

は 17万円、同年５月は 18万円、同年６月及び同年７月は 17万円、同年９月

は 18 万円、同年 12 月は 19 万円、57 年５月は 20 万円、同年６月及び同年７

月は 19万円、58年５月から 59年１月までは 22万円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

次に、申立人の申立期間③に係る標準報酬月額の記録については、当該期

間のうち、平成２年９月から３年１月までは 38 万円、４年 11 月から５年３

月までは 41万円、同年４月は 36万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 53年１月１日から同年８月 11日まで 

② 昭和 53年８月 11日から 59年４月１日まで 

③ 平成２年９月１日から５年５月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①については、給与明細書に

よると厚生年金保険料が控除されているので、厚生年金保険被保険者期間

と認めてほしい。 

また、申立期間②については、標準報酬月額の記録を給与明細書に記載

されている厚生年金保険料に見合う額に訂正してほしい。 

さらに、Ｂ社に勤務していた申立期間③についても、標準報酬月額の記

録を給与明細書に記載されている厚生年金保険料に見合う額に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 



１ 申立人は、申立期間②の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認め

られる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定

することとなる。 

したがって、申立期間②のうち、昭和 54 年９月１日から同年 10 月１日

までの期間、同年 11 月１日から同年 12 月１日までの期間、55 年２月１日

から同年３月１日までの期間、同年４月１日から同年８月１日までの期間、

同年９月１日から同年 10月１日までの期間、同年 12月１日から 56年１月

１日までの期間、57年５月１日から同年８月１日までの期間、58年５月１

日から 59年２月１日までの期間に係る標準報酬月額については、申立人か

ら提出された給与明細書により確認できる報酬月額又は厚生年金保険料控

除額から、54 年９月及び同年 11 月は 17 万円、55 年２月は 18 万円、同年

４月は 17万円、同年５月は 18万円、同年６月及び同年７月は 17万円、同

年９月は 18 万円、同年 12 月は 19 万円、57 年５月は 20 万円、同年６月及

び同年７月は 19万円、58年５月から 59年１月までは 22万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、「申立期間当時の資料は保管しておらず、申

立人の申立期間に係る給与支給額及び厚生年金保険料控除額については確

認できない。」としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間③のうち、平成２年９月１日から３年２月１日までの期間、４年

11 月１日から５年５月１日までの期間に係る標準報酬月額については、特

例法に基づき、申立人から提出された給与明細票により確認できる報酬月額

又は厚生年金保険料控除額から、２年９月から３年１月までは 38 万円、４

年 11月から５年３月までは 41万円、同年４月は 36万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、「事業を廃業しているため確認できる資料は

無い。」と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否



かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、行ったとは認められない。 

３ 申立期間①について、雇用保険の加入記録から、申立人は、当該期間のう

ち、昭和 53年４月１日からＡ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保

険者名簿」という。）により、同社は、昭和 53年８月 11日に厚生年金保険

の適用事業所となっていることが確認できることから、申立期間①は適用

事業所となる前の期間である。 

また、Ａ社は、「申立期間①当時から役員をしている者への聴取をしてみ

たが分からないとのことであり、申立期間①当時の資料等も保管しておら

ず、申立人の勤務及び厚生年金保険料控除について確認することができな

い。」と回答していることから、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料

控除の状況を確認することができない。 

また、申立人は年度の記載が無い１月、２月及び４月の給与明細書を昭

和 53年のものであり、当該給与明細書から厚生年金保険料額が控除されて

いると主張しているところ、申立人から提出されたＣ市の年度の記載が無

い市民税・県民税特別徴収税額通知書を昭和 55 年度（昭和 54 年分所得）

と仮定した場合、当該通知書により確認できる給与支払金額及び社会保険

料控除額は、申立人が 53年とする１月、２月及び４月の給与明細書、54年

５月から同年 12月までの給与明細書及び同年３月は前後の月により推認又

は確認できる給与支給額及び社会保険料控除額の合計額と一致しているこ

とから、当該給与明細書は、53年のものではなく、54年１月、同年２月及

び同年４月の給与明細書であったと推認できる。 

さらに、申立人が名前を挙げた申立期間①当時の元同僚４人は、Ａ社に

おいて、厚生年金保険の加入記録が見当たらない上、当該４人のうち、所

在が判明した１人は、「私は申立人を知らない。私がＡ社で勤務していた昭

和 52年８月から 53年３月までの期間の厚生年金保険の加入記録は無い上、

当該期間の厚生年金保険料控除については、給与明細書も無く分からない。」

と陳述している。 

加えて、Ａ社に係る被保険者名簿により、同社が適用事業所となった昭

和 53 年８月 11 日に厚生年金保険の資格を取得している元同僚４人（申立

人を除く。）の雇用保険の加入記録によると、４人とも申立人と同様に厚生

年金保険被保険者資格取得日より以前から資格取得していることが確認で

きる上、当該４人中、回答が得られた３人のうち２人は、「私は昭和 53 年

２月に入社したが、厚生年金保険被保険者記録は同年８月からとなってい

る。当該期間の厚生年金保険料控除については、給与明細書が無いので分

からない。」と回答している。 

また、前述の被保険者名簿において申立期間②に被保険者記録が有る者

のうち、所在が判明した 77 人に照会を行い 23 人から回答が得られたが、

申立人の申立期間①における厚生年金保険料控除の状況については回答を



得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料が控除されていた

ことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

４ 申立期間②のうち、昭和 53年９月１日から 54年９月１日までの期間、同

年 10月１日から同年 11月１日までの期間、同年 12月１日から 55年２月１

日までの期間、同年３月１日から同年４月１日までの期間、同年８月１日か

ら同年９月１日までの期間、同年 10 月１日から同年 12 月１日までの期間、

56 年１月１日から 57 年５月１日までの期間、同年８月１日から 58 年５月

１日までの期間に係る標準報酬月額については、申立人から提出された給与

明細書、市民税・県民税特別徴収税額の納税者への通知書及び元同僚から提

出された給与明細書により確認又は推認できる報酬月額及び厚生年金保険

料控除額のそれぞれに見合う標準報酬月額のいずれか低い方の額は、オンラ

イン記録の標準報酬月額と比べて同額又は低額であることから、当該期間は

特例法による保険給付の対象には当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立期間②のうち、昭和 53 年８月 11 日から同年９月１日までの

期間、59 年２月１日から同年４月１日までの期間に係る標準報酬月額につ

いては、当該期間の報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認できる給与

明細書等の資料が無いことから、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

保険料控除を確認することができない。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

５ 申立期間③のうち、平成３年２月１日から４年 11 月１日までの期間に係

る標準報酬月額については、当該期間の報酬月額及び厚生年金保険料控除額

を確認できる給与明細票等の資料が無いことから、申立人の主張する標準報

酬月額に基づく保険料控除を確認することができない。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15315 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、34 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年６月１日から同年 10月１日まで 

Ａ社において勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額は、実

際に支給されていた給与支給額及び厚生年金保険料控除額よりも低く記録

されている。 

申立期間の給与明細書を提出するので、標準報酬月額の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給

与明細書により確認できる厚生年金保険料控除額から、34 万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は申立てどおりの保険料を納付したか否かについては不明と回答し

ており、このほかに確認できる関係資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらない

ことから、行ったとは認められない。 



近畿（大阪）厚生年金 事案 15316 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年１月７日から 53年７月１日まで 

          ② 昭和 53年 11月 18日から 56年１月５日まで 

 Ａ社に申立期間①及び②も継続して勤務したが、当該期間の厚生年金保険

被保険者記録が無いので、調査の上、訂正してほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社は既に解散しており、元代表取締役の一人は、

「Ａ社に係る資料は保管していないため、申立人の入社日や勤務期間は不明

である。」旨回答しており、申立人の当該期間に係る勤務実態及び厚生年金

保険料控除について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者

名簿」という。）において、厚生年金保険被保険者記録が確認できる元従

業員のうち、所在の判明した７人に照会したところ回答が得られた２人と

も、申立人の入社日及び勤務期間は分からないとしている。 

さらに、当時の経理事務担当者は、「申立人を厚生年金保険に加入させ

るまでは給与から保険料を控除していなかった。」旨回答している。 

加えて、前述の被保険者名簿において、申立人が氏名を記憶する複数の

同僚のうち一人は、厚生年金保険被保険者記録が見当たらない。 

２ 申立期間②について、申立人から提出された雇用保険被保険者資格取得届

出確認照会回答書及び同僚の陳述から判断すると、申立人は、当該期間も継

続してＡ社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社の元代表取締役の一人は、「当時の資料を保管していない。」

旨回答しており、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料控除について

確認することができない。 



また、前述の経理事務担当者は、「申立人を一旦、厚生年金保険に加入

させたが、申立人の要望により給与の支払方法を出来高払に変更したタイ

ミングで厚生年金保険の被保険者資格を喪失させた。資格喪失後は保険料

を控除しなかった。」旨回答している。 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料控除を確認で

きる関連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 15317 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年３月 31日から同年４月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の記録を照会したところ、申立期間について

厚生年金保険に未加入となっていることが分かった。 

申立期間は、Ａ社Ｂ工場から同社（本社）に転勤した時であり、給与か

ら厚生年金保険料も控除されていたので、被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された人事記録により、申立人は、申立期間において同社で勤

務していたことが認められる。 

 しかし、Ａ社は、「当時の資料を保存しておらず、申立人の申立期間に係る

厚生年金保険料の控除については不明である。」旨回答しており、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

 また、申立人と同様、昭和 47年３月 31日にＡ社Ｂ工場において厚生年金保

険被保険者資格を喪失し、同年４月１日に同社（本社）において資格取得して

いる同僚から提出された申立期間に係る昭和 47 年分の賃金明細書及び給与所

得の源泉徴収票により、当該期間に係る厚生年金保険料が控除されていないこ

とが確認できる上、同社は、「当該同僚の申立期間に係る賃金明細書等の記録

からすると、申立人についても当該期間の厚生年金保険料が控除されていない

ことが推測できる。」旨回答している。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。

  

  



近畿（大阪）厚生年金 事案 15318 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年７月 18日から 38年４月 21日まで 

オンライン記録では、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場（厚生年金保険の適

用事業所名は、Ｄ工場、Ｅ工場及びＣ工場の順に変遷）に勤務していた申

立期間について、昭和 41年 12月 26日に脱退手当金を受給したことになっ

ているが、私は、脱退手当金を受け取っていないので、当該期間の厚生年

金保険被保険者記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

また、当時のＡ社における退職者に係る脱退手当金の取扱いについて、Ｂ社

は、「昭和 43 年１月に、厚生年金給付請求手続については、その全てを退職

者本人が社会保険事務所（給付課。当時）に対して行うよう徹底を促す旨のＦ

職からの通達が出ていることから、申立期間も同様の取扱いであったと考えら

れる。」旨回答し、当時、Ａ社Ｅ工場における社会保険手続を担当していたと

する元従業員は、「退職者には、脱退手当金の制度があることを説明し、受給

する場合は退職者自身で手続するよう案内していた。」旨陳述しているところ、

同社同工場に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、申立

人が記載されているページとその前後 30 ページに記載されている女性被保険

者のうち、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した日の前後３年以内に

厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、脱退手当金の受給要件を満たしている

14 人（申立人を除く。）のうち９人が脱退手当金の支給決定がされているこ

とが確認でき、当該９人のうち、所在が判明した４人に当時の脱退手当金の取

扱いについて照会したところ、当時のことを記憶しているとする３人とも、「会



社から一時金の説明があり、脱退手当金を受け取った。」旨陳述していること

から、申立人も脱退手当金の制度について、退職時に説明を受けていたと考え

られる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いという主張のほかに、脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 




